
水道事業者のパートナーとして－管工事業者と管工事組合

＜主な内容＞
１．建設業法、建設業の現状など
２．中小企業協同組合、官公需適格組合
３．全国管工事業協同組合連合会（全管連）
所属工事業者の状況
会員組合の状況
全管連の取組例紹介：災害時対応、技術者・技能者の入職と定着、官民連携の推進など

４．おわりに

全国管工事業協同組合連合会
専務理事 粕谷明博

平成29年7月28日
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建設業法

 建設工事とは、土木建築に関する工事で別表第１上欄に掲げるもの(第２条第１項）
別表第１：土木一式工事、大工工事、管工事、機械器具設置工事、水道施設工事など

 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義を持ってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業(第２条
第２項）

 建設業を営もうとする者は許可が必要(第３条第１項）
２以上の都道府県の区域内に営業所：国土交通大臣
１の都道府県の区域内にのみ営業所：都道府県知事

 建設業の許可は、建設工事の種類ごと(第３条第２項）

 許可の有効期間は５年間(第３条第３項）
５年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う

 一般建設業と特定建設業がある(第３条第１項）

特定建設業：発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を下請契約をして施行
しようとするもの(下請金額：３千万円以上(建築工事の場合を除く））
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建設工事の種類
（建設業法別表）

建設工事の内容（告示） 建設工事の例示（建設業許可事務ガ
イドライン）

建設工事の区分の考え方（建設業許可事務ガイドライン）

土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木
工作物を建設する工事（補修、改造又は
解体する工事を含む。以下同じ）

●「プレストレストコンクリート工事」のうち・・・・

●上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」及
び「水道施設工事」間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及
び下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その他の
施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が「管工
事」であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理
設備を築造、設置するこうじが「水道施設工事」である。なお、農業用水道、か
んがい用配水施設等の建設工事は「水道施設工事ではなく「土木一式工事」
に該当する。

管工事 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛
生等のための設備を設置し、又は金属製
等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等
を送配するための設備を設置する工事

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、
空気調和設備工事、給排水・給湯設
備工事、厨房設備工事、衛生設備工
事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、
ガス管配管工事、ダクト工事、管内更
生工事

●「冷暖房設備工事」、・・・フロン等の漏洩を防止・・

●し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」、「水道施設工事」及
び「清掃施設工事」間の区分の考え方は、・・・・

●上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」及
び「水道施設工事」間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及
び下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その他の
施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が「管工
事」であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理
設備を築造、設置するこうじが「水道施設工事」である。なお、農業用水道、か
んがい用配水施設等の建設工事は「水道施設工事ではなく「土木一式工事」
に該当する。
●公害防止施設を単体で設置する工事・・・・

水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄
水、配水等の施設を築造する工事又は公
共下水道若しくは流域下水道の処理設備
を設置する工事

取水施設工事、浄水施設工事、配水
施設工事、下水処理設備工事

●上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」及
び「水道施設工事」間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及
び下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その他の
施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が「管工
事」であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理
設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」である。なお、農業用水道、か
んがい用配水施設等の建設工事は「水道施設工事ではなく「土木一式工事」
に該当する。

●汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」に該当し、公共団体が
設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が
「清掃施設工事」に該当する。

建設業－業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方（抜粋）
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管工事業関係資格一覧（抜粋）

所管官庁 資格者 根拠法令・その他

国土交通省 建築士（１級・２級・木造） 建築士法第４条

管工事施工管理技士（１級・２級） 建設業法第２７条

土木施工管理技士（１級・２級） 同上

建築施工管理技士（１級・２級） 同上

建築設備士 建築士法第２０条

浄化槽設備士 浄化槽法第４２条

厚生労働省 給水装置工事主任技術者 水道法第２５条の５

建築物環境衛生管理技術者 建築物衛生法第７条

技能士（配管１・２・３級） 職業能力開発法施行規則第６２条

＜技能講習修了者：各種＞ 労働安全衛生法

経済産業省 液化石油ガス設備士 ＬＰＧ法第３８条の４

ガス消費機器設置工事監督者 特監法第３条

総務省 消防設備士（甲種特・第１～・・・） 消防法第１７条の８

文部科学省 技術士・技術士補 技術士法第５条、第６条

地方自治体 排水設備工事責任技術者 条例

諸団体等 給水装置工事配管技能者 給水工事技術振興財団

登録配管基幹技能者 日空衛、全管連、日管連

配水管技能者 日本水道協会

溶接作業者 日本溶接協会

吸気調和・衛生工学会設備士 空気調和衛生工学会

ガス機器設置技能資格者 日本ガス機器検査協会
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建設業許可件数
平成29年3月末の建設業許可業者数は、465,454業者。ピーク時の平成12年3月末に比べて約23%減少

業種別許可取得率

多いもの（％） 少ないもの（％）

とび・土工 35.2 清掃施設 0.1

建築 33.3 さく井 0.5

土木 28.1 解体 3.0

舗装 19.3 電気施設 3.1

管 18.0 消防施設 3.2

水道施設 17.6 熱絶縁 3.5

建設業許可の状況（平成２９年３月）

大臣許可 知事許可 特定建設業 一般建設業

建設業全体 １０，０５８ ４５５，３９６ ４４，４４２ ４４３，３３２

(467,635業者） ２．２% ９７．８% ９．１% ９０．９%

管工事 ３，３６４ ８０，６０４ ８，８８６ ７５，０８２

(83,754業者） ４．０% ９６．０% １０．５% ８９．５%

※建設業全体数＜特定＋一般は業種により一般、特定に分かれている者のため

21.3% 22.9% 16.3% 22.8% 12.9% 2.5%1.2%1

資本金階層別許可業者割合
～300万円未満 300～500万円 500～1000万円
1000～2000万円 ２０００～5000万円 5000～1億円
1億円以上

1892 1472

6994

73610

管工事業の許可取得内訳

大臣・特

定

大臣・一

般

知事・特

定

※
1000万円未満：６０％
2000万円未満：８３％
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建設産業政策会議
(2016.10.11)資料より

6



建設業就業者に関するいくつかのデータ
「最近の建設産業行政の動向について」２９．４．１７ 国土交通省建設市場整備推進官
後藤史一氏の講演資料より ※本スライドではデーター出典は省略

就業者数の推移（万人）

平成９年 平成２２年 平成２８年

建設業就業者 ６８５（１００） ４９８（７３） ４９２（７２）

技術者 ４１（１００） ３１（７６） ３１（７６）

技能労働者 ４５５（１００） ３３１（７３） ３２６（７２）

建設業就業者の高齢化（平成２８年）

２９歳以下 ５５歳以上

建設業 １１％ ３４％

全産業 １６％ ２９％

※建設業では１０
年後には大半が引
退していると思わ
れる６０歳以上の
高齢者が７９万人

新規学卒者の入職状況（平成２８年）

平成８年 平成２８年

建設業への入職者 ７．７万人 ３．８万人

全新規学卒者の入
職数に対する割合

８．４％ ５．２％

所定内・外労働時間の実態（平成２６年）

建設業 運輸・郵便
業

製造業 全産業

所定内労働時間 １，９１８ １，７７７ １，７６８ １，６０９

所定外労働時間 １６０ ３０５ １９０ １３２

（時間/年）

※所定内労働時間：法定労働時間の範囲内で就業規則で定める。短いほど休憩・休日が多い
※建設業の年間出勤日数（２７年度）は２５１．３日で全産業より２６．９日多い。
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建設産業政策会議とり
まとめ概要（29年6月）
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建設産業政策会議参考資料（約170枚スライド）より興味深いものをピックアップ
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「公共工事の円滑な施工確保について」
平成２８年１０月１４日 総務省自治行政局長・国土交通省土地・建設産業局長 ⇒ 都道府県知事他

※公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第２０条第２項に基づく要請。「国土交通大臣及び総務大臣は、地方
公共団体に対し、公共工事の入札及び契約の適正化を促進するため適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ず
べきことを要請することができる。」とされている。

＜上記通知の主な内容＞ ※資料作成者の責任で要約
１．適正な価格による契約について
（１）予定価格の適正な設定について

適切に作成された仕様書及び設計書に基づき、市場における労務及び資材等の最新の実勢価格を適切に反映さ
せつつ、実際に施工に要する通常妥当な経費について、適正な積算を行うこと。
（２）ダンピング対策の強化について

低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底すること。２８年３月の中央公共工事契約制度運
用連絡協議会モデルの見直しを踏まえ、適切に見直すこと。
（３）低入札価格調査の基準価格等の公表時期の見直しについて

事前公表は取りやめ、契約締結後の公表とすること。予定価格についても、事前公表の適否について十分に検討し
たうえで、弊害が生じた場合には速やかに事前公表の取りやめ等の適切な対応を行うこと。
（４）スライド条項の適切な設定・活用について

契約後の資材や労務費の高騰等の変動に備え、スライド条項を適切に設定するとともに、受注者からの申請に応じ
て適切な対応を図ること。
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（５）設計変更等の適切な実施について

設計図書の不備等による着工の遅れ、人員不足による検査の遅れなど発注者側の事情に起因して工期が長期化し
た場合には、設計変更等により適切に対応すること。
（６）遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更等について

２．技術者・技能者等の効率的活用について
（１）地域の実情等に応じた適切な規模での発注について

技術者や技能労働者の不足が懸念される地域では、地域の状況に応じて適切な規模での発注を行うこと。
（２）技術者の選任等に係る取扱いについて

主任技術者の選任に係る取扱い、現場代理人の常駐義務緩和に関する運用及び監理技術者の専任を要しない期間
の設定については、適切に対応すること。

３．施工時期等の平準化について

施工時期の平準化は、人材・資機材の効率的な活用や担い手の処遇改善にも資することから、債務負担行為の積極
的な活用、余裕期間の設定、適切な工期の設定、繰越制度の適切な活用等により、施工時期等の平準化に努めること。
受注者側が計画的に施工体制を確保できるよう、地域の実情等に応じて、各発注者が連携して発注見通しを統合して公
表する取組に参加する等必要な措置を講ずるよう努めること。
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４．入札契約手続きの効率化等について

入札公告等の準備行為の前倒しや総合評価落札方式における提出資料の簡素化、指名競争入札方式の活用
等により可能な限り手続に要する期間の短縮に努めるとともに、適切な規模での発注、技術審査・評価業務の効率
化、（競争入札に付し 入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないときの）随意契約等により、事務の
改善及び効率化に努めること。

５．地域の建設業者の受注機会の確保について
官公需法に基づく「平成28年度中小企業者に対する国等の契約の基本方針」を踏まえ、地域の中小建設業者の

活用により円滑かつ効率的な施工が期待できる工事等の発注に当たっては、適切な地域要件の設定や、地域への
精通度等の適切な企業評価に努めるとともに、極力分離・分割して発注を行うなど、引き続き中小建設業者等の受
注機会の確保に努めること。

６．建設業者の資金調達円滑化のための取組について

前金払制度のさらなる活用や支払限度額の見直し、中間前金払制度の手続きの簡素化・迅速化、工事請負代金
の支払手続の迅速化に努めること。

７．就労環境の改善について

「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」、「建設業における社会保険等未加入対策について」を踏ま
え、建設労働者の就労環境の改善に努めること
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「地方公共団体における平準化の取り組み事例について（第2報）」 平成29
年3月 国土交通省土地・建設産業局建設業課入札制度企画指導室 より
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＜中小企業等協同組合法＞
第１条 この法律は、中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、・・・の事業を行う者、勤労者その他の者が相互
扶助の精神に基き協働して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会
を確保し、もつてその自主的な経済活動を促進し、且つ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。

第３条 中小企業等協同組合（以下「組合」という。）は、左の各号に掲げるものとする。
一 事業協同組合
・・・
・・・
三 協同組合連合会

第９条の２ 事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業
二 組合員に対する資金の貸付・・・
三 組合員の福利厚生に関する事業

四 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及
び情報の提供に関する事業
・・・

第１０条 組合員は、出資１口以上を有しなければならない。
２ 出資１口の金額は、均等でなければならない。
・・・
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• 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（官公需法）
第１条（目的）

中小企業者に対する受注機会の確保を図り、中小企業の発展に資する

第２条（定義）

国等（各省各庁、公庫等）、中小企業者（政令で一部範囲の拡大）

第３条（受注機会の増大の努力）

国等の受注機会増大の努力（組合の活用）

第４条（契約の方針の作成等）

国等の「契約の方針」の作成、閣議決定、公表

第５条（実績の概要の通知）

各省大院の経済大臣への契約実績の通知

第６条（各省各庁に対する要請）

経済大臣の各省大臣への受注機会の増大の要請

第７条（地方公共団体の施策）

国に準じた受注機会増大の努力

・官公需適格組合制度は同法の施策の一つ
・全管連所属組合のうち、役務（１４％）、工事（１３％）が適格組合を取得

・活用されているとは言えない面も。水道事業体に活用を要望することが必要
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役務に関する官公需適格組合の証明取得を契機に委託契約が
結ばれた業務例（平成２６年度実態調査より）

・開閉栓業務委託・毎日水質検査
・簡易水道施設巡回保守点検
・給水管取り出し工事立会い
・検満メーター取替え
・水道メーター総合管理
・水道メーター検針
・水道施設運転監視点検
・漏水調査
・上水道施設巡回保守点検
・緊急時対応待機漏水修繕
・路面舗装復旧
・修繕工事等待機業務
・水道管緊急修繕工事に伴う待機
・水道管路等維持管理及び下水道取付管等補修
・水道局本庁舎宿日直等
・閉庁時修繕受付工事対応
・夜間漏水等初期活動

・浄化センター等維持管理
・浄水場監視巡回宿直
・公共施設機械設備維持管理
・水道料金徴収
水道事業給水サービス関連業務

※実態調査において報告のあった名称をそのまま使用している
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全国管工事業協同組合連合会（全管連）について

24



全管連所属員企業の実態
平成２６年１１月に調査。回収率：３３．３％（５４４６社／１６３７５社）

３００万円

未満, 7.0%

３００万円～５００

万円, 14.0%

５００万円～１００

０万円, 12.8%

1000万円～２００

０万円, 25.9%

２０００万円～５０

００万円, 30.0%

５０００万円～

１億円, 4.3%

１億円以上, 1.6%
無回答, 4.5%

会員企業の割合（資本金）
０人, 0.8% １人, 4.2%

２人～４人, 22.6%

５人～９人, 31.9%

１０人～１９人, 
23.0%

２０人～２９人, 6.8%

３０人～４９人, 4.7%

５０人～９９人, 
2.7%

１００人以上, 2.0%無回答, 1.3%

会員企業の割合（従業員数）

2.1%
0.2%
0.3%

24.8%
0.8%

7.7%
10.7%

53.4%

上記以外業種

１業種（土木）

１業種（水道施設）

１業種（管工事）
２業種（水道・土木）

２業種（管・土木）

２業種（管・水道）

３業種（管・水道・土木）

建設業許可の取得状況

55.8%

46.2%

81.5%

64.7%

配水管(本管・支管）

分岐穿孔から宅内

建物内(設備）

修繕

業務別の実施会社の割合

管工事の事業範囲について

（事業範囲としている企業が多いもの）

4工事全て（配水管、分岐穿孔、
建物内、修繕）

27.3%

建物内、修繕 14.9%

建物内のみ 13.4%

分岐穿孔、建物内、修繕 8.4%

配水管、分岐穿孔、修繕 6.6%

配水管、建物内 6.3%

配水管のみ 5.9%
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0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

１社当たりの給水装置工事主任技術者数

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

０か所

１～２か所

３～５か所

６～１０か所

１１～１６か所

１７か所以上

給水装置工事事業者として指定を受けている事業体数
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全管連会員組合の状況（５７７組合中４４４組合から回答あり。平成２６年度）

＜組合職員数＞

３人（中央値） ※組合会員企業の職員が兼務する場合
から１００人超の組合職員を有するものまで様々。都市の
規模、組合の実施事業内容による。

平均値 中央値

平成26年度 34.5社 18.0社

平成16年度 44.1社 21.0社

＜組合員数＞

21.0%

39.9%

33.6%

65.1%

64.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

その他

研修会

福利厚生事業

共同受注

資材の共同購買・販売

組合の実施事業(複数回答）

※共同受注：検満メーター取替、修理工事、舗装復旧など

受けている, 30.5%

受けていない, 
68.7%

無回答, 0.9%

建設業許可取得状況

※受けているには申請中を含む

※北海道、近畿、中
国、四国ブロックでは
受けているが4割台
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1.0%

3.7%
5.1%

7.1%

11.7%

17.4%

13.4%

10.3%

10.3%

10.3%

9.6%

技術者・技能者の年齢分布

１５－１９歳

２０－２４歳

２５－２９歳

３０－３４歳

３５－３９歳

４０－４４歳

４５－４９歳

５０－５４歳

５５－５９歳

６０－６４歳

６５歳以上

＜所属企業の資格取得等に関する取組実態調査について＞
平成２８年８月～１２月にかけてＷＥＢアンケート方式で各社の技術・技能者数、資格所有者数を年齢別、男女別に調査。また、資格取得のための支援策、女性活躍支援策につ

いても調査。有効回答数が１２９６社（８．２％）と低く、全管連会員企業の平均像を示しているとは言えないが、回答から窺えることもある。回答社の技術者・技能者は17,427名

4,582

3,177

2,744

2,641

5,599

2,253

5,655

450

1,879

1,822

946

1,937

212

1,553

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

管工事施工管理技士(1級)

管工事施工管理技士(2級)

土木施工管理技士(1級)

土木施工管理技士(2級)

給水装置工事主任技術者

給水装置工事配管技能者

排水設備工事責任技術者

登録配管基幹技能者

配水管技能者

配管技能士(1級)

配管技能士(2級)

消防設備士(甲種)

消防設備士(乙種)

浄化槽設備士

▼回答企業における資格保有者数

※同一資格で１級・２級（甲種・乙種）の両方を取得している場合
は、１級（甲種）のみを回答。
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

管工事施工管理技士（1級）

管工事施工管理技士（2級）

土木施工管理技士（1級）

給水装置工事主任技術者

給水装置配管技能者

排水設備工事責任技術者

管工事施工管理技士（1
級）

管工事施工管理技士（2
級）

土木施工管理技士（1
級）

給水装置工事主任技術者 給水装置配管技能者 排水設備工事責任技術者

15‐24歳 0.0% 1.1% 0.0% 0.4% 1.5% 1.0%

25‐34歳 6.1% 13.6% 4.3% 5.7% 7.5% 7.6%

35‐44歳 32.1% 30.1% 30.9% 29.6% 35.1% 31.9%

45‐54歳 27.6% 23.2% 28.9% 26.8% 25.7% 26.0%

55‐64歳 23.9% 19.5% 26.4% 25.1% 21.4% 22.8%

65歳以上 10.2% 12.6% 9.5% 12.4% 8.9% 10.8%

資格保有者の年齢構成
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4.9%

12.8%

21.7%

30.4%

32.1%

34.9%

51.3%

62.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

その他

ＯＪＴ教育に対する企業風土がない、指導者がい

ない

経営に余裕がなく、従業員の育成経費を負担で

きない

業界の社会的認知度が低い

技能や経験に見合った処遇・賃金体系が確立で

きない

現場が手一杯で人材教育までに手が回らない

若手人材を採用しても一人前になるまでに退職

してしまう

計画的な従業員採用・育成の見通しが立たない

若手育成における課題

1.8%

4.6%

14.9%

26.9%

29.2%

37.6%

54.2%

85.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

特に支援策は実施していない

社内研修や勉強会を実施

有資格者を中途採用

社内外の講座受講に関して時間的

に配慮

社外講座や通信教育費用を負担

資格手当等を支給

検定・受験料を会社で負担

資格取得のための取組状況
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92.7% 7.3%

技術者・技能者の男女割合

男性 女性

4.7%

4.4%

12.1%

14.0%

29.3%

27.0%

23.7%

24.5%

20.7%

19.6%

9.6%

10.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

女性

技術者・技能者の年齢構成

15‐24歳 25‐34歳 35‐44歳 45‐54歳 55‐64歳 6５歳以上

3.0%

7.2%

3.2%

6.4%

7.0%

1.2%

6.8%

0.0%

1.0%

0.2%

1.9%

1.8%

4.7%

2.3%

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0%

管工事施工管理技士(1級）

管工事施工管理技士(2級）

土木施工管理技士(１級）

土木施工管理技士(2級）

給水装置工事主任技術者

給水装置工事配管技能者

排水設備工事責任技術者

登録配管基幹技能者

配水管技能者

配管技能士(1級）

配管技能士(2級）

消防設備士(甲種）

消防設備士(乙種）

浄化槽設備士

資格別の女性割合
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n=1,296社

実施中 計画中 未実施

育児休業 77.2% 7.5% 15.4%

子の看護休暇 64.4% 9.0% 26.6%

産前産後休暇 82.8% 4.1% 13.1%

短時間勤務（育児） 64.4% 11.6% 24.0%

所定外労働免除 61.7% 10.1% 28.1%

介護休暇 58.8% 12.0% 29.2%

短時間勤務（介護） 52.0% 15.0% 33.0%

フレックスタイム 13.4% 8.6% 77.9%

在宅勤務 8.2% 6.7% 85.0%

（育児離職者）再雇用 28.4% 15.7% 56.9%

支援取組の内容（n=267）

既に行っている

21%

今後行う予定

30%

当面行う予定なし

49%

女性活躍支援の取組状況
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全管連の事業計画重点事項（平成29年度案） ※要約

１．災害時等の対応
日水協の地震等緊急時対応訓練に積極的に協力する等により災害対応力を整備

２．若年者・女性の入職促進
ＰＲポスター、動画の作成等により業界の周知を図る

３．建築設備における漏水等事故防止対策
建築設備における漏水事故防止のために注意を促す資料作成し配布

４．共済制度の加入促進
管工事賠償補償制度、法定外労働災害補償制度、福祉共済制度の加入促進と管工事賠償制度における損害率の安定化

５．水道法改正への対応

指定工事店の更新制度の円滑な実施にむけて会員に周知。給水装置工事主任技術者に対する再講習について給水工事技術振興
財団と協議

６．技術・技能

施工管理技士、給水装置工事主任技術者の国家資格取得を支援。若年技能者の技能向上のために指導員を派遣。配管技能者の
供給規定等での明文化を働きかけ

７．全管連会館の建て替え
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全国大会で決議されたスローガン

＜29年度案＞
・水道法改正で優良な工事事業者の地位向上を実現しよう
・災害時に全管連の組織力を生かし迅速に対応しよう
・技術技能の継承で安心安全を住民に提供しよう

＜28年度＞
・優れた技術技能の継承で次世代の担い手を育成しよう
・指定店更新制度を実現し、地域住民に信頼される工事店を
目指そう
・緊急時には命の水を守る専門家集団として地域の期待に応
えよう

＜27年度＞
・実効的な災害ネットワークの構築で大規模災害に備えよう
・改正品確法で次世代の担い手を育成・確保しよう
・水道の安心・安全の実現に向けて指定店制度の改善を目指
そう

＜26年度＞
・労働環境の更なる改善で若年者を確保し、優れた技術を継
承しよう
・防災協定で迅速な災害復旧を実現し、地域社会を守ろう
・基幹管路の耐震化で安全・安心を提供しよう

＜25年度＞
・災害に強い組織対応で地域に貢献しよう
・老朽管の更新、耐震管の布設を促進しよう
・培った技術技能を若者に継承しよう

＜24年度＞
・災害に揺るがない組織で社会貢献
・管工事の技術・技能を継承しよう
・災害時に迅速なライフライン復旧で市民に安心を！

＜22年度＞
・健康で文化的な市民生活や経済活動に貢献しよう
・環境保全のために健全な水循環の構築に貢献しよう
・災害時には関係機関と協力して水道というライフライン
を守ろう

・・・・・・

＜19年度＞
・全国の組織力で前進しよう
・伝えよう 育てよう 未来につながる技能と技術
・守れ 社会のライフライン
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全管連(日水協の手引き作成等を踏まえて）
平成8年11月 「災害時の救援体制について」

22年1月 「地震等緊急時における応急復旧工事対応マニュアル」
〃 「災害時に備えたレンタル機材及び資材の確保・調達のための協定締結事例集」

25年3月 「地震等緊急時における応急復旧工事対応マニュアル（改訂版）」
〃 「災害時に備えたレンタル機材及び資材の確保・調達のための協定締結事例集（改訂版）」

全管連と関係団体
21年6月 日水協と「災害時における応急復旧活動の応援協力に関する覚書」締結

21年12月 「災害時における復旧活動の応援協力に係る覚書」締結
キャタピラージャパン株式会社、コマツレンタル株式会社、株式会社アクティオ
渡辺パイプ株式会社、株式会社小泉、橋本総業株式会社

28年5月 全国管工機材商業連合会と同上覚書締結
29年3月 （株）西尾レントオールと同上覚書締結

（参考） 全管連所属組合と地元水道局等との緊急時協定の締結状況
締結済み ８５．４％ 協議中 ４．３%  締結予定なし ５．６％ 無回答 ４．７％
※平成26年度調査 577組合中444組合から回答

１．全管連の地震等緊急時対応の経緯
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地震等緊急時における応急復旧工事対応マニュアル（改訂版）
目次
第1編 被災地応援における応急復旧対応について
第1章 相互応援全般の事項
１．「日水協手引き」による応援要請に関する基本的スタンス
２．全管連における平常時の情報連絡体制
３．情報連絡の流れ
４．発災直後の対応
５．応援の要請
６．水道給水対策本部の設置
７．広報活動
８．費用負担の基本的な考え方
９．労働災害等の基本的な考え方

第2章 平常時の相互応援の準備
１．水道事業体における準備
２．応援する側となった場合の準備
３．教育・訓練の実施

第2編 被災地における地元組合の災害対応について
第1章 目的 第6章 情報連絡体制
第2章 対策の基本方針 第7章 応急対策
第3章 緊急配備体制 第8章 費用負担の基本的な
第4章 組合員の配備 考え方
第5章 初動体制 第9章 組合員の研修及び訓練

第10章 その他
参考資料

地震時の応援規模（述べ人数）
〇阪神淡路大震災（平成7年1月17日）
約2万5千人応援

〇新潟県中越地震（平成16年10月23日）
約1千2百人応援

〇新潟県中越沖地震（平成19年7月16日）
約9千1百人応援

〇東日本大震災（平成23年3月11日）
約5万2千5百人応援

〇長野県神城断層地震（平成26年11月22日）
約400人応援

〇熊本地震（平成28年4月14日）
日水協県支部ルート、厚生労働省直接ルート
併せて約4600人応援（熊本県連分を除く）

※阪神淡路大震災以降も規模の大きい地震が発生している
が、応急復旧等が県内で概ね完結した場合は、全管連本部
としての応援体制を発動させてはいない。機関紙誌における
記事もあっさり。

日水協での大規模応援訓練への参加、協会の
手引きの見直し状況を踏まえて、全管連マニュ
アルについても見直し検討が必要
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＜技術者・技能者の管工事業界への入職と定着－若年者など＞

建設業界全体と同様に管工事業界でも人材確保（特に若者）が大きな課題

全管連でも主要なテーマとして取組
 労働者の待遇・労働環境の改善
・担い手３法の適正運用に関する要望活動：運用指針（別添参照）に沿った施策の実現
・社会保険未加入対策の推進：法定福利費を内訳明示した標準見積書の作成・活用
・公共工事労務費調査の実施に協力：公共工事労務費単価の見直し
・水道施設整備費歩掛表の改正要望：現場管理費率、管布設掘削幅等
・福利厚生制度：福祉共済、法定外労働災害補償制度の実施
・労働災害事故防止に係るＤＶＤと小冊子の作成、配布（無償、有償）

 建設業（管工事業）のＰＲ
・建設業界全体の広報：各種広報素材（例：建設業界ハンドブック）の作成に協力、成果物の配布
・管工事業界の広報：全管連広報誌による女性活躍企業の紹介等

 技能向上・資格取得支援
・各種図書の出版・斡旋：給水装置主任技術者・これならわかる問題と解説（出版）、管工事施工管理技術テキスト（斡旋）など
・給水装置工事主任技術者試験 準備講習会の開催／給水装置工事配管技能者検定会の実施協力
・技能五輪全国大会、技能グランプリの実施協力：会場設営、競技主査担務など
・登録配管基幹技能者制度の運営：国土交通大臣の登録講習会として。日空衛・全管連・日管連の3団体で運営
・全国設備工業教育研究会（公立工業高校のうち設備工業科等を有する２４校）との連携：技能検定受検の練習用材料を提供など
・（若年者用）建築配管施工実技シート＆解説用ＤＶＤの作成と無償配布
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官民連携の推進
地域の状況を踏まえ、包括委託が行われる場合に地元管工事組合が積極的にＳＰＣに参加

（or管工事組合が構成員となることを要件）

（例）

※この他にも事例あり。全管連
では機関誌で紹介し、各地での
取り組みの参考に
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＜管工事組合が参画した包括委託の事例＞
ＳＰＣ名 構成員・出資企業 業務内容 その他

秋田市上下水
道 サ ー ビ ス
（株）

秋田管工事業協同組合
（株）ＰＵＣ

◆料金関連業務
・受付業務 ・滞納整理業務 ・収納業務
◆メーター関連業務
・検針業務 ・メーター業務（検満メーター交換等）
・漏水修理業務 ・宿日直業務

・料金関連、メーター関連それぞれプロポー
ザル。選定された者でＳＰＣ設立

・26年4月1日から業務開始

大崎水道サー
ビス（株）

大崎市管工事業協同組合
水ing（株）
協業組合アクアネット
フジ地中情報（株）

◆水道施設運転管理業務（水ing・アクアネットJV）
・施設運転 ・点検・修繕 ・ＳＰＣ内情報共有 等
◆水道料金収納等業務（フジ地中情報・大崎市管工事業協同組合・テクノマインドＪＶ）
・受付業務 ・検針業務 ・滞納整理業務 等
◆給水装置等関連業務（大崎市管工事業協同組合）
・工事受付・審査・検査 ・漏水修繕 ・メーター交換等

・業務毎に事業者を選定
・ＳＰＣがＪＶ等に業務委託
・28年4月1日から業務開始

（株）高山管設
備グループ

高山管設備工業協同組合
東洋設計（株）
メタウォーター（株）
月島テクノメンテサービス（株）

◆取水、浄水及び配水に関する業務
◆浄水場、浄水施設の維持管理業務

・委託形式は指定管理者
・初回は18年4月から3年間。その後第2期よ
り5年間

あらおウォー
タ サ ー ビ ス
（株）

メタウォーター（株）
荒尾市管工事協同組合
（株）エースウォーター
国際航業（株）
（株）エヌ・ティ・ティ・データ

◆経営及び計画支援業務（中長期計画策定支援等）
◆管理支援業務（庁舎管理、見学者対応、技術承継支援等）
◆営業業務（窓口、検針、開閉栓、調定及び収納等）
◆設計建設業務（工事等業務、給水装置関連、排水設備関連）
◆維持管理業務（運転監視制御、水質検査、調達品管理等）
◆危機管理対応業務（災害時対応、災害対応訓練等）

・荒尾市組合所属の6社が協力企業
・28年4月から業務開始
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全管連として関心
のある提案
（全管連ジャーナル5月号
日本水工設計（株） 「設計・

施工・維持管理一括発注方
式（管路ＤＢＭ）を活用した組
合との連携について」 から
の抜粋（一部修正）
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業務分野における適正発注

右のちらしは、厚労省が建築物衛生管理に関し、
公共建物の管理者向けに「ビルメンテナンス業務
に係る発注関係事務の運用に関するガイドライ
ン」を作成し、関係省庁等に協力を要請。そのポ
イント事項を全国ビルメンテナンス協会がちらし
にしたもの。

水道に係る業務発注（浄水場の運転管理、漏水
調査、メーター検針等々）についても、同様の取
り組みが求められる。
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水道法改正法案による指定給水装置工事事業者の更新制

第25条の３の２
第16条の２第1項の指定は、

5年ごとにその更新を受けなけ

れば、その期間の経過によっ
て、その効力を失う。

附則第3条
この法律の施行に際現に水

道法第16条の２第1項の指定
を受けている同条第2項に規

定する指定給水装置工事事業
者の施行日後の最初の新法
第25条の３の２第1項の更新に
ついては、同項中「5年ごと」と
あるのは、・・・・

＜法令事項＞ ＜指導事項＞
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◆更新制度に関して全管連として期待すること／要望すること

①所在不明業者、営業実態のない業者の排除が自動的に行われること

②更新申請の際に、水道事業者から適切な指導が行われること
※ 工事事業者の講習会受講、主任技術者の研修会受講、配管技能者の配置等
←水道法施行規則第36条の事業運営の基準にも規定されているが、努力義務にとどまっており、実効性に

限界。全管連では配管技能者の国家資格化、主任技術者の研修受講義務化等を法律で規定することも要望し
たが、・・・
←配管技能者については、供給規定等に具体的な資格等を明記することの徹底を期待

③確認事項が水道利用者にも情報提供も行われることで、工事業者選定の有効な情報となること
←工事事業者の技術技能力向上の動機にも

④さらには一歩進んで、優良工事事業者の表彰等にも取り組んで欲しいこと

⑤併せて水道事業体には、主任技術者を立ち会わせた上での給水装置工事の竣工検査を行って欲しいこと
←工事の確実な施工の確認（不良工事の根絶）、名目だけの主任技術者対策

⑥上記の取組＋組合加入のメリット増加等により、組合加入の促進。組織率向上
←これにより組合がより信頼される組織に！
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水道事業の基盤強化と水道指定工事事業者の更新制
度創設で地震時等にも強い水道システムを構築しよう

水道事業者

水道利用者 指定工事事業者

専門委員会報告を踏まえて－望ましい姿

・施設台帳の整備、適切な点検、維持・修繕の実
施
・広域化、官民連携による事業基盤の強化
・アセットマネジメントの実施
・水道料金の適正化 ｅｔｃ

・水道事業に関心保有

・良心的で技術力のある工
事業者と契約

・技術技能の研鑽、資質向上
・非常時対応の体制整備新増設工事、修繕工事の依頼

適正価格で良質な工事の提供

（作成：全国管工事業協同組合連合会）

参 考
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（管工事組合・全管連）
・水道事業者との連携強化

・業界全体のレベルアップ、情
報共有
・共同事業の実施
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